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多治見市総合計画市民委員会設置要綱 

平成10年６月30日告示第101号 

改正 

平成23年１月21日告示第７号 

平成23年３月31日告示第103号 

 

（目的及び設置） 

第１条 多治見市の総合的な都市づくりの基本方向を示す多治見市総合計画の策定を、市

民と協働して推進するため、多治見市総合計画市民委員会（以下「市民委員会」という。）

を設置する。 

（組織） 

第２条 市民委員会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、本市の総合計画策定に関心があり、総合計画策定に取り組む意欲と情熱のあ

る人のうちから市長が委嘱する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は、当該総合計画の策定の終了をもって終わるものとする。 

（会長及び副会長） 

第４条 市民委員会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。 

３ 会長は、市民委員会を統括し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長の欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第５条 市民委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最

初の市民委員会は、市長が招集する。 

２ 市民委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 市民委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。 

（庶務） 

第６条 市民委員会の庶務は、企画部企画防災課において行う。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、市民委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。 

附 則 

この告示は、平成10年７月１日から施行する。 

附 則（平成23年１月21日告示第７号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成23年３月31日告示第103号） 

この告示は、平成23年４月１日から施行する。 
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委員名簿及び席表 

 

■委員名簿 

氏名 所属等 

伊藤 健 東濃信用金庫とうしん地域活力研究所 上席調査役 

加納 明子 おりべネットワーク株式会社 放送部グループ長 

菊地 裕幸 愛知大学地域政策学部 教授 

木下 貴子 多治見ききょう法律事務所 弁護士 

桑原 真紀 多治見市文化振興事業団 根本交流センター所長 

佐藤 薫 NPO法人まぁーる 理事長 

柴田 真希 多治見商工会議所（レクセント株式会社 代表取締役社長） 

鈴木 亜紀子 多治見青年会議所（エール行政書士事務所 行政書士） 

仙石 治郎 公募委員 

髙木 重則 多治見市区長会 総務会長 

丹羽 一貴 公募委員 

堀尾 憲慈 日本労働組合総連合会岐阜県連合会東濃地域協議会 議長 

向井 一仁 多治見地区手をつなぐ親の会 代表 

山田 美穂 多治見市ＰＴＡ連合会 家庭教育委員長（平成 31年度） 

山本 真行 多治見市土岐川観察館 館長 
 

※敬称略、五十音順 

 

■席表 
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